
令和７年度 第２回南アルプス市地域公共交通会議 

 

 

日時：令和７年１１月２６日（水） 

 午後１時３０分から 

場所：南アルプス市地域防災交流センター  

                                      ２階 多目的ホール 

 

 

 

次    第 

 

1. 開  会 

 

2. 委嘱状交付 

 

3. 会長あいさつ 

 

4. 議  事  

 

(1)  令和７年度地域公共交通確保維持改善事業・事業評価について 

（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金） 

(2)  南アルプス市「交通空白地域」乗り合い AI オンデマンド型交通 

 実証運行スケジュールについて 

 

5. そ の 他 

 

6. 講  評 

 

7. 閉  会 



別
添
１

令
和
7
年
1
1
月
2
6
日

協
議
会
名
：

評
価
対
象
事
業
名
：

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

①
運
行
事
業
者

②
事
業
概
要

③
前
回
（又
は
類
似
事
業
）の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（特
記
事
項
を
含
む
）

山
梨
交
通
株
式
会
社

１
号
車
　
芦
安
線

市
立
美
術
館
～
徳
洲
会
病
院
～
白

根
支
所
～
御
勅
使
～
芦
安

A
A

山
梨
交
通
株
式
会
社

２
号
車
　
八
田
・白
根
線

市
立
美
術
館
～
白
根
支
所
～
徳
洲

会
病
院
～
白
根
Ａ
コ
ー
プ
～
八
田

支
所
～
樹
園

A
A

山
梨
交
通
株
式
会
社

３
号
車
　
若
草
・甲
西
線

市
立
美
術
館
～
fu
m
o
tt
o
（土
日
祝

日
の
み
）～
藤
田
～
や
ま
な
み
の

湯
～
甲
西
Ａ
コ
ー
プ
～
甲
西
支
所

～
秋
山
～
市
立
美
術
館

A
A

山
梨
交
通
株
式
会
社

４
号
車
　
櫛
形
・白
根
線

市
立
美
術
館
～
青
沼
整
形
入
口
～

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
～
白
根
A

コ
ー
プ
～
遊
湯
～
fu
m
o
tt
o
（土
日

祝
日
の
み
)～
市
立
美
術
館

-
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山
梨
交
通
株
式
会
社

５
号
車
　
八
田
・若
草
線

竜
王
駅
～
免
許
セ
ン
タ
ー
～
白
根

高
校
～
巨
摩
共
立
病
院
～
市
立
美

術
館
～
遊
湯
～
東
花
輪
駅

-
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山
梨
交
通
株
式
会
社

６
号
車
　
八
田
・甲
西
線

竜
王
駅
～
免
許
セ
ン
タ
ー
～
白
根

高
校
～
南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
～
カ

イ
ン
ズ
甲
西
店
～
東
花
輪
駅

-
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令
和
7
年
度
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
・
事
業
評
価
（
地
域
公
共
交
通
計
画
／
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

南
ア
ル
プ
ス
市
地
域
公
共
交
通
会
議

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・効
果
達
成
状
況

バ
ス
の
乗
り
方
、
時
刻
表
の
見
方

が
分
か
ら
な
い
市
民
が
多
い
状
況

で
あ
っ
た
た
め
、
電
話
・窓
口
で
問

合
せ
が
あ
っ
た
際
に
、
丁
寧
な
説

明
を
行
っ
た
。

ま
た
、
市
民
グ
ル
ー
プ
を
対
象
に

体
験
乗
車
を
行
い
利
用
者
の
増
加

を
促
進
す
る
た
め
の
取
組
を
行
っ

た
。

計
画
ど
お
り
事
業
は
適
切
に
実

施
さ
れ
た
。

1～
6号
車
の
年
間
利
用
数

10
2,
27
5人
。

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
補
助
金
対
象

路
線
1～
3号
車
の
年
間
利
用

数
36
,9
30
人
、
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
補
助
金
計
画
時
に
設
定
し
た

目
標
人
数
の
33
,8
61
人
を
上

回
っ
た
。

市
民
や
利
用
者
の
意
見
・要
望

を
取
り
入
れ
、
時
刻
変
更
を

行
っ
た
成
果
及
び
、
そ
の
後
の

周
知
が
利
用
の
増
加
に
繋

が
っ
た
。

バ
ス
の
乗
り
方
、
時
刻
表
の
見
方

が
分
か
ら
な
い
市
民
が
多
い
た

め
、
今
後
も
継
続
的
に
バ
ス
の
乗
り

方
、
時
刻
表
の
見
方
を
周
知
す
る

説
明
会
や
体
験
乗
車
等
の
広
報
活

動
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿

（事
業
実
施
の
目
的
・必
要
性
）

交
通
空
白
地
域
の
住
民
や
、
自
家
用
車
を
利
用
で
き
な
い
住
民
及
び
学
生
、
高
齢
者
な
ど
の
交
通
手
段
の
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
市
町
村
合
併
に
よ
る
公
共
施
設
の
再
配
置
や
大
型
商
業
施
設
の
整
備
等
に
よ
り
、
市
民
の
生
活
圏
が
広
域
化
さ
れ
、
市
内
全

域
で
の
移
動
需
要
が
増
え
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で
居
住
地
域
と
市
内
の
病
院
、
商
業
施
設
、
公
共
施
設
、
学
校
等
を
結
ぶ
こ
と
に

よ
り
、
交
通
空
白
地
帯
の
解
消
と
交
通
弱
者
の
需
要
に
応
え
る
必
要
が
あ
る
。

別
添
１
－
２

事
業
実
施
と
地
域
公
共
交
通
計
画
／
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
と
の
関
連
に
つ
い
て

令
和
7
年
1
1
月
2
6
日

協
議
会
名
：

南
ア
ル
プ
ス
市
地
域
公
共
交
通
会
議

評
価
対
象
事
業
名
：

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金
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令
和
6
年
度
か
ら
令
和
1
0
年
度

令
和

7
年
度
南
ア
ル
プ
ス
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会
（
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
）

（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
事
業
）

本
市
は

平
成
１

５
年
４

月
に

八
田

村
、

白
根

町
、

芦
安

村
、
若

草
町
、

櫛
形
町

、
甲
西

町
の
６

町
村
が

合
併
し

誕
生
し

た
。

県
内
１

３
市
の

中
で
は

、
唯

一
軌

道
系

の
交

通
手

段
が

無
い
市

で
、
自

家
用
車

の
利
用

を
前
提

と
し
た

生
活
ス

タ
イ
ル

が
定
着

し
て

い
る

。
近
年
は

利
用
者

の
減
少

に
よ

り
、

地
域

幹
線

の
役

割
を

な
し
て

い
た
が

廃
線
と

な
っ
た

民
間
路

線
バ
ス

路
線
も

あ
る
。

旧
町
村

間
を

結
ぶ

バ
ス

路
線

も
少
な

く
、
学

生
や

高
齢

者
な

ど
の

交
通

弱
者

は
市
内

間
の
移

動
も
ま

ま
な
ら

な
い
状

況
で
あ

る
た
め

、
地
域

の
特
性

や
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
地
域

公
共
交

通
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
構

築
が
課

題
と
な

る
。

地
域
の
公
共
交
通
等
の
現
況
・課

題

（
令

和
７
事
業

年
度
に

係
る
も
の

）
第
１
回
（
令
和
７
年
６
月
３
日
）

・
Ｒ

７
事

業
年

度
フ

ィ
ー

ダ
ー

計
画

協
議

に
つ

い
て

・
南

ア
ル

プ
ス

市
デ

マ
ン

ド
型

交
通

の
導

入
検

討
に

向
け

た
実

証
運

行
（

案
）

に
つ

い
て 第

２
回
（
令
和
７
年
１
１
月
２
６
日
）

・
Ｒ

７
事

業
年

度
フ

ィ
ー

ダ
ー

事
業

評
価

協
議

に
つ

い
て

・
南

ア
ル

プ
ス

市
「

交
通

空
白

地
域

」
乗

り
合

い
AI
 オ

ン
デ

マ
ン

ド
型

交
通

実
証

運
行

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

協
議
会
開
催
状
況

利
用
促
進

の
取
り

組
み

•
市

民
グ

ル
ー
プ
等

体
験
乗

車
事

業
•

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ

ス
車
体

広
告

•
「

親
子

で
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

バ
ス

に
乗

っ
て

児
童

館
へ

行
こ

う
！
」

―
 地

域
愛
着

と
公
共

交
通
利

用
促
進

の
取
組

交
通
空

白
地
域

の
解
消

と
交

通
弱

者
対

策
を

目
的

に
、

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

バ
ス
と

既
存
の

民
間
バ

ス
路
線

と
の
連

携
も
図

る
中
で

、
居

住
地

域
と
病
院

、
商
業

施
設
、

公
共

施
設

、
学

校
等

を
結

ぶ
市

民
の
足

と
な
る

新
公
共

交
通
手

段
と
し

て
、
平

成
2
7年

1
0月

１
日
か

ら
運

行
を

開
始

し
て
い

る
。

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
の
今
年
度
実
施
状
況

ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト

交
通
計
画
の
計
画
期
間

交
通
空

白
地
域

の
住
民

や
自

家
用

車
を

利
用

で
き

な
い

住
民
、

学
生
、

高
齢
者

等
の
交

通
手
段

の
確
保

が
課
題

と
な
っ

て
い
る

。
ま

た
、

合
併

に
よ

る
公
共

施
設
の

再
配

置
や

大
型

商
業

施
設

の
整

備
等

に
よ
り
、

市
民
の

生
活
圏

が
広
域

化
さ
れ

市
内
全

域
で
の

移
動
需

要
が

増
加

し
て

い
る

。
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

バ
ス
で

居
住

地
域

と
市

内
の

病
院

、
商

業
施
設

、
公
共

施
設
、

学
校
等

を
結
ぶ

こ
と
に

よ
り
、

交
通
空

白
地
域

の
解

消
と

交
通

弱
者

の
需
要

に
応
え

る
必

要
が

あ
る

。

交
通
計
画
の
基
本
的
な
方
針
／
定
性
的
な
目
標

面
積

26
4.

14
 ｋ
㎡

人
口

（
R

7
.4

.1
時
点
）

71
,6

24
 人

15
歳
未
満

8,
28

2
人

65
歳
以
上

21
,2

29
 人

高
齢

化
率

29
.6

4
％
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○
参
考
資
料
と
し
て
以
下
の
資
料
を
添
付

・
地
域
の
公
共
交
通
体
系
図
（鉄

道
、
民
間
路
線
バ
ス
、
コ
ミ
バ
ス

等
）

・
補
助
対
象
事
業
の
運
行
系
統
図
・区

域
図

・
補
助
対
象
事
業
の
実
績
デ
ー
タ
（
利
用
者
数
、
収
支

等
）

・
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
（
利
用
促
進
の
取
組

等
）
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地域公共交通体系図 令和７年１０月～令和８年９月末

至
竜
王
駅

至
芦
安

至
甲
府
駅

至
東
花
輪
駅

コミュニティバス（国庫補助路線）

コミュニティバス（市単独路線）

民間バス路線

地域デマンド交通運行地域
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南アルプス市コミュニティバス運行状況（全体集計）

R6.10月分から R7.9月まで （単位：人）

号

車
利用者 １日平均 １便平均 100円 １日券 回数券 定期券 体験乗車 計

往路 6,007 16.7 4.6 813 4 13 5,128 49 6,007

芦 安 線 復路 4,081 11.4 2.8 884 2 11 3,154 30 4,081

合計 10,088 28.1 3.7 1,697 6 24 8,282 79 10,088

往路 5,856 16.3 4.4 1,515 4 53 4,262 22 5,856

八田･白根線 復路 4,770 13.3 3.3 1,236 8 45 3,458 23 4,770

合計 10,626 29.6 3.9 2,751 12 98 7,720 45 10,626

往路 10,287 28.7 7.8 2,207 2 48 7,632 398 10,287

若草･甲西線 復路 5,929 16.5 4.1 1,532 15 77 3,973 332 5,929

合計 16,216 45.2 5.9 3,739 17 125 11,605 730 16,216

往路 6,663 18.6 5.0 1,696 0 59 4,815 93 6,663

櫛形･白根線 復路 4,045 11.3 2.8 1,172 12 49 2,748 64 4,045

合計 10,708 29.8 3.9 2,868 12 108 7,563 157 10,708

往路 13,506 37.6 8.0 4,833 1 86 8,555 31 13,506

八田･若草線 復路 14,961 41.7 8.9 6,474 4 86 8,363 34 14,961

合計 28,467 79.3 8.5 11,307 5 172 16,918 65 28,467

往路 12,749 35.5 9.7 4,306 1 72 8,260 110 12,749

八田･甲西線 復路 13,421 37.4 9.3 5,104 5 75 8,194 43 13,421

合計 26,170 72.9 9.5 9,410 6 147 16,454 153 26,170

往路 55,068 153.4 6.5 15,370 12 331 38,652 703 55,068

復路 47,207 131.5 5.5 16,402 46 343 29,890 526 47,207

31,772 58 674 68,542 1,229 102,275

31.1% 0.1% 0.7% 67.0% 1.2% 100.0%

収入関係 （単位：円）

１乗車 １日券 回数券 定期券 団体割引 免許返納 収入確定額

100円 300円 1,000円 3,000円 2,500円 2,500円

1 169,700 300 1,000 0 0 0 171,000

2 275,100 600 2,000 0 0 0 277,700

3 373,900 1,200 1,000 0 0 0 376,100

4 286,800 0 4,000 0 0 0 290,800

5 1,130,700 600 6,000 0 0 0 1,137,300

6 941,000 1,500 3,000 0 0 0 945,500

3,177,200 4,200 17,000 0 0 0 3,198,400

0 0 1,000 168,000 25,000 5,000 199,000

0 0 10,000 258,000 12,500 27,500 308,000

0 0 0 3,000 0 0 3,000

0 0 9,000 105,000 25,000 12,500 151,500

0 0 14,000 591,000 245,000 27,500 877,500

0 0 0 66,000 0 5,000 71,000

0 0 34,000 1,191,000 307,500 77,500 1,610,000

3,177,200 4,200 51,000 1,191,000 307,500 77,500 4,808,400

収入合計

芦 安 線

八 田 ･ 白 根 線

合 計

櫛 形 ･ 白 根 線

八 田 ･ 若 草 線

八 田 ・ 甲 西 線

小 計

八 田 支 所

白 根 支 所

芦 安 支 所

若 草 支 所

本 庁

甲 西 支 所

小 計

若 草 ･ 甲 西 線

６

号

車

合 計

合計 102,275

号

車
路線名

284.9 6.0

路線名

１

号

車

２

号

車

３

号

車

４

号

車

５

号

車
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R6-7南アルプス市コミュニティバス収支について 1号車～3号車

項目 確定金額(c)

業務経費（A） 51,280,489

消費税（B) 5,128,049

業務経費合計（C)＝(A)+(B) 56,408,538

運賃収入（D) 1,629,800

体験乗車企画未収額（Ｅ） 3,800

委託料（F)＝(C)-(D)+(E) 54,782,538

項目 委託料 支払い月

第１回支払額（支払済） 4,000,000 令和６年11月

第２回支払額（支払済） 4,000,000 令和６年12月

第３回支払額（支払済） 4,000,000 令和７年１月

第４回支払額（支払済） 4,000,000 令和７年２月

第５回支払額（支払済） 4,000,000 令和７年３月

第６回支払額（支払済） 4,000,000 令和７年４月

第７回支払額（支払済） 5,220,000 令和７年５月

第８回支払額（支払済） 5,220,000 令和７年６月

第９回支払額（支払済） 5,220,000 令和７年７月

第１０回支払額（支払済） 5,220,000 令和７年８月

第１１回支払額（支払済） 5,220,000 令和７年９月

第１２回支払額（清算払） 4,682,538 令和７年10月（清算）

支払総額 54,782,538

-13-



R6-7南アルプス市コミュニティバス収支について 4号車～6号車

項目 確定金額(c)

業務経費（A） 50,259,279

消費税（B) 5,025,928

業務経費合計（C)＝(A)+(B) 55,285,207

運賃収入（D) 3,178,600

体験乗車企画未収額（Ｅ） 3,800

委託料（F)＝(C)-(D)+(E) 52,110,407

項目 委託料 支払い月

第１回支払額（支払済） 4,520,000 令和６年11月

第２回支払額（支払済） 4,520,000 令和６年12月

第３回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年１月

第４回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年２月

第５回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年３月

第６回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年４月

第７回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年５月

第８回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年６月

第９回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年７月

第１０回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年８月

第１１回支払額（支払済） 4,520,000 令和７年９月

第１２回支払額（清算払） 2,390,407 令和７年10月（清算）

支払総額 52,110,407
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南アルプス市交通空白地域乗り合い AI オンデマンド型交通 

実証運行スケジュールについて 

  

 １ 運行概要 

      主に高齢者の買物、通院などの日常生活の移動手段を確保することを目的に 

 実証運行（実験）を実施します。 

オンデマンド型交通は、AI が予約に応じ最短ルートを決定し、所定の乗降場所間

を乗り合いで移動します。 

   

（1）運行期間    令和 8 年 7 月から令和 8 年 12 月までの 6 ヶ月間 

（2）運行区域    百々、上八田を中心とした交通空白地域 〈別紙参照〉 

     （3）運行日時    月曜日から金曜日（土、日、祝日、年末年始は運休予定） 

午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分 

     （4）運行事業者  市内タクシー事業者を活用 

（5）運行台数    2 台（セダン型） 

     （6）運賃       協議中 

     （7）利用対象者  市民 

（8）予約方法    電話予約（コールセンター）並びアプリ予約 

（9）乗降場所    150 箇所想定 

     ※（6）（9）については、書面による決議を行う予定 

 

２ スケジュール 〈別紙参照〉 

    令和 7 年度 

      令和 8 年度の実証運行に向けた準備業務 

・プロポーザル方式業者選定に係る経費 

・AI オンデマンド型交通の運行システム構築経費 

        

    令和 8 年度 

      システム構築   （債務負担行為の設定） 

      実証運行の実施 （運行区域内） 
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運行区域
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実証運行期間

検証
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○南アルプス市地域公共交通会議条例 

令和５年３月２２日 

条例第２号 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域における

需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増

進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するとと

もに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議する

ため、南アルプス市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）地域公共交通計画の作成及び変更に関すること。 

（２）地域公共交通計画の実施に関すること。 

（３）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関すること。 

（４）自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

（５）交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）市長又はその指名する市職員 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者又はその団体の代表者 

（３）一般乗用旅客自動車運送事業者又はその団体の代表者 

（４）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者 

（５）道路管理者 

（６）南アルプス警察署長又はその指名する者 

（７）住民の代表者 

（８）識見を有する者 

（９）関東運輸局山梨運輸支局長又はその指名する者 

（１０）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長を置く。 
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２ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 交通会議は、原則として公開とする。 

（運賃協議会） 

第７条 道路運送法第９条第４項の規定に基づき、乗合旅客運送の運賃・料金等に

ついて協議するため、南アルプス市運賃協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

２ 協議会の構成員は、交通会議の委員のうち、次に掲げる者とする。 

（１）市長又はその指名する市職員 

（２）協議の対象となる運賃・料金等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事

業者又はその団体の代表者 

（３）住民の代表者 

（４）関東運輸局山梨運輸支局長又はその指名する者 

３ 協議会に会長を置き、前項第１号の市長又はその指名する市職員をもってこれ

に充てる。 

４ 協議会の会長（以下この条において「協議会長」という。）は、会務を総理し、

協議会を代表する。 

５ 協議会長に事故があるとき、又は協議会長が欠けたときは、あらかじめ協議会

長が指名する者がその職務を代理する。 

６ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、協議会長の決

するところによる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会長が協

議会に諮って定める。 

（庶務） 

第８条 交通会議及び協議会の庶務は、市民部において処理する。 

（委任） 
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第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、会長

が交通会議に諮って定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この条例による最初の会議及び任期満了後における最初の会議は、第６条第１

項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

附 則（令和６年１２月２５日条例第４８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和７年１０月８日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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南アルプス市地域公共交通会議規約 

(目的) 

第 1 条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域にお

ける需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の

利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を

協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９

年法律第５９号）の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し

必要な事項を協議するため、市長の附属機関として南アルプス市地域公共交

通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

(事務所) 

第 2 条 交通会議は、事務所を山梨県南アルプス市小笠原 376 番地 南アルプ

ス市役所内に置く。 

(事業) 

第 3条 交通会議は、第 1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関す

る事項 

(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

(3) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項 

(4) 地域公共交通計画の実施に関する事項 

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

(委託) 

第 4条 交通会議は、前条に規定する業務について、委託することができる。 

(交通会議の構成員) 

第 5条 交通会議の委員は次の各号に掲げる者とする。 

(1) 市長又はその指名する市職員 

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者又はその団体 

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者又はその団体 

(4) 道路管理者 

(5) 南アルプス警察署長又はその指名する者 

(6) 住民の代表 

(7) 識見を有する者 

(8) 関東運輸局山梨運輸支局長又はその指名する者 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第 6条 委員の任期は 2年とし、再任は妨げない。 

2 欠員により新たな委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、その任期が満了し又は辞任により退任しても後任の役員が就任する

までの期間は、なおその職務を行うものとする。 

(会長及び副会長) 

第 7条 交通会議に次の役員を置く。 

(1)会長 1名 

(2)副会長 1名 
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(会長、副会長の選任及び職務) 

第 8条 会長は、委員の互選により選出する。 

2 会長は、交通会議を代表し、その会務を総理する。 

3 副会長は、委員の内から会長が指名する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が

欠けたときはその職務を行う。 

(職務委任) 

第 9 条 会長は、その権限に属する一部の職務を副会長に委任することができ

る。 

(監事及び出納監査) 

第 10条 交通会議に監事 2名を置く。 

2 監事の内、1 名は委員の中から選任し、1 名は南アルプス市会計管理者とす

る。 

3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

(会議) 

第 11条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、

会長が議長となる。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。 

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長が決定する。 

4 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができ

ることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、そ

の代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

5 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提

出させ又は会議へ出席を依頼し助言等を求めることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

（書面による決議） 

第 12条 会議は、会長が認め、次に掲げる事由に該当するものは、書面による

決議を行うことができる。 

 (1) 道路運送法第１５条の３第３項の規定に基づき、国土交通省令で定める

軽微な事項に関する運行計画の変更 

 (2) 至急の決議が必要で、協議会を開催するいとまがない事項 

 (3) 事前に会議において書面による決議の了承を受けている事項 

 (4) 非常事態等、会員が一同に参集できない場合 

2 会長は、書面による決議を行った場合は、次の会議において、その内容を報

告しなければならない。 

(協議結果の尊重義務) 

第 13条 交通会議で協議が調った事項については、交通会議の委員はその協議

結果を尊重しなければならない。 

(分科会) 

第 14条 第 3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必

要に応じ交通会議に分科会を置くことができる。 

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
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(事務局) 

第 15条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。 

2 事務局は、南アルプス市市民部市民活動支援課に置く。 

3 事務局に事務局長、事務局員を置く。 

4 事務局に関し必要な事項は、別に定める。 

(経費) 

第 16条 交通会議の運営に関する経費は、負担金、補助金及びその他の収入を

もって充てる。 

(財務に関する事項) 

第 17 条 交通会議の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終

わるものとする。 

2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければ

ならない。 

3 前各号に定めるもののほか、交通会議の予算編成及び現金の出納その他財務

に関し必要な事項は、別に定める。 

(交通会議が解散した場合の措置) 

第 18条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって

打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 

(委任) 

第 19条 この規約に定めるもののほか、交通会議の事務の運営上必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

附 則 

1 この規約は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 この交通会議の設立年度の会計年度については、第 17 条の規定に関らず、

この規約の施行の日から当該年度の 3月 31日までとする。 

-25-



南アルプス市地域公共交通会議　委員名簿

区分 所属 役職 氏名

法第6条
第2項
第1号

地域公共交通計画を作
成しようとする地方公
共団体

南アルプス市 副市長 内田　淳

一般社団法人山梨県バス協会 専務理事 篠原　勇

山梨交通株式会社 常務取締役執行役員 池田　雄次

一般社団法人
山梨県タクシー協会

峡西支部長 小林　達也

国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所

副所長 下平　俊二

山梨県中北建設事務所 道路課長 鈴木　敏弘

南アルプス市建設部 部長 小宮山　勝己

山梨交通労働組合 執行委員長 野田　基春

法第6条
第2項
第3号

関係する公安委員会 南アルプス警察署 交通課長 駒井　祐斗

国土交通省関東運輸局
山梨運輸支局

首席運輸企画専門官 服部　陽介

山梨県新価値・地域創造推進局
リニア・次世代交通推進課

リニア・次世代交通推進課長 有須田　遥華

南アルプス市自治会連合会 会長 石川　晋

社会福祉法人
南アルプス市社会福祉協議会

事務局長 八田　房男

南アルプス市
女性団体連絡協議会

副会長 久保田　直美

南アルプス市
シニアクラブ連合会

会長 斉藤　諭

南アルプス市障害者福祉会 会長 浅野　伸二

南アルプス市商工会 専務理事 小林　徳男

南アルプス市農業協同組合 総務部長 穂坂　英仁

南アルプス市観光協会 専務理事 名執　彰一

南アルプス市 会計管理者 石川　博文

アドバイザー 交通ジャーナリスト 鈴木　文彦

事務局 南アルプス市市民部 部長 横内　義浩

市民活動支援課長 清水　充

市民活動支援課リーダー 渡辺　智一

市民活動支援課長補佐 依田　賢治

市民活動支援課 高倉　寛人

法第6条
第2項
第2号

関係する公共交通事業
者等、道路管理者、港
湾管理者その他地域公
共交通計画に定めよう
とする事業を実施する
と見込まれる者

法第6条
第2項
第4号

地域公共交通の利用
者、学識経験者その他
の当該地方公共団体が
必要と認める者
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